
① 自転車は、車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③ 夜間はライトを点灯

④ 飲酒運転は禁止

⑤ ヘルメットを着用
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自転車 は気楽に乗ることができますが、自転車

は車の仲間 です！事故を起こせば自分だけでは

なく人を傷つける こともあります。

守ろう！

しっかり守って、

◎ 充実した装備を携行しよう

◎ 家族へ非常時の連絡方法を

伝えよう

◎ 登山計画書を作成しよう

爽やかな春山ですが、山では標

高が１００ｍ上がるにつれ、気温

が０．６度下がり、風速１ｍにつ

き体感温度が１度下がります。

標高や地形により気象条件が変

わっていくためウエアでの調整が

必要です。




